
 

  

令和２年 

４月１日より 

・普通・⼩型・軽⾃動⾞で⾞検を受けている⾃家⽤⾞ 
・⾃動⾞⾞検証の「使⽤者の氏名又は名称」の欄が申請者の氏名であること 
・⾞種によって安全装置を取り付けできない場合があります。 

 

豊明市に在住の６５歳以上の
ドライバーの皆様！ 

 
補助対象⾞両 （申請は１人１台限りです。） 

・令和５年４月１日以降に取り付けたものが対象です。 

・必ず装置購入前の申請が必要となります。 

・申請書類等に提出締切日がございます。ご注意ください。 
【安全装置設置から３０日以内又は令和６年１月３１日のいずれか早い日まで 

に補助⾦実績報告書の提出が必要です。】 
 

申請年度末時点で の市⺠ 

問合せ先 

 

豊明市役所 防災防犯対策課 ＴＥＬ 0562-92-8305 

窓口対応時間：月曜日から金曜日 ８時３０分から１７時１５分 

（年末年始、祝日を除く） 

 

障害物検知機能付  ５０，０００円 
障害物検知機能なし ２５，０００円 
【設置した際、個人が負担した額の２分の１を補助】 

対象となる方 


